
○習志野市自然保護及び緑化の推進に関する条例施行規則  

昭和５２年４月１日  

規則第１６号  

改正  昭和５６年３月２６日規則第９号  

昭和５７年１０月１５日規則第３６号  

昭和５８年１月１１日規則第２号  

昭和５９年６月１日規則第１９号  

平成３年３月３０日規則第３３号  

平成５年２月５日規則第３号  

平成８年７月１日規則第２３号  

平成１４年９月２７日規則第３６号  

平成１７年５月３０日規則第３４号  

令和４年３月３０日規則第２５号  

習志野市自然保護および緑化の推進に関する条例施行規則（昭和４８年規則第

８号）の全部を改正する。  

（目的）  

第１条  この規則は、習志野市自然保護及び緑化の推進に関する条例（昭和４７

年条例第３２号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるこ

とを目的とする。  

（用語）  

第２条  この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。  

（助成金の額等）  

第３条  市長は、条例第７条第１項の規定により、保護地区等の指定をしたとき

は、条例第５条の規定により、次の表の期間（会計年度内において指定されて

いる期間をいう。）の欄に定める区分に応じ、自然保護地区及び都市環境保全

地区にあつてはそれぞれ同表の１平方メ ートル当たりの金額の欄に定める金額

に指定した地域の面積（１平方メートル未満の端数が生じたときは、その端数

は切り捨てるものとする。）を乗じて得た金額に同表の基本金額の欄に定める

金額を加算した額を、保存樹木にあつては同表の保存樹木助成金の欄に定める

金額を助成金として交付するものとする。  



期間  自然 保 護地 区 及び 都 市環 境 保全 地区

助成金  

保存樹木助成金  

１平 方 メー トル 当

たりの金額  

基本金額  

４月未満  ３円  １，３７５円  ７５０円  

４月以上７月未満  ６円  ２，７５０円  １，５００円  

７月以上１０月未満  ９円  ４，１２５円  ２，２５０円  

１０月以上１２月まで  １１円  ５，５００円  ３，０００円  

２  助成金は、交付決定のあつた年度の末日までに交付する。  

３  保護地区等の樹木又は樹林が滅失し、又は枯死したときは、保護地区等の土

地の所有者は樹木等滅失（枯死）届（別記第１号様式）により、市長に遅滞な

く届け出なければならない。  

（平３規則３３・全改）  

（助成金の申請手続）  

第３条の２  助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

保護地区等助成金交付申請書（別記第２号様式）により助成金の交付を申請し

なければならない。  

（平３規則３３・追加）  

（交付の決定）  

第３条の３  市長は、前条の規定による交付申請があつたときは、保護地区等の

現況その他について調査し、助成金を交付することが適当であると認めたとき

は、保護地区等助成金交付決定通知書（別記第３号様式）により申請者に通知

するものとする。  

（平３規則３３・追加）  

（助成金の返還）  

第３条の４  市長は、助成金の交付を受けた者が、当該助成金を助成目的以外の

用途に使用したとき又は条例の趣旨に違反する行為があつたときは、既に交付

した助成金の返還を命ずることができる。  

（平３規則３３・追加）  

（保護地区等指定の基準）  



第４条  条例第６条第１号に規定する自然保護地区は、次の各号の一に該当する

ものでなければならない。  

(１ )  良好な自然環境でおおむね５，０００平方メートル以上の面積を有する

地域  

(２ ) 市長が、特に野生動植物を保護するために必要があると認める地域  

２  条例第６条第２号に規定する都市環境保全地区は、次の各号の一に該当する

ものでなければならない。  

(１ ) 樹木が所在し、かつ、５００平方メートル以上の面積を有する地域  

(２ ) 風致的景観を有し、かつ、郷土的、歴史的意義を有する地域  

３  条例第６条第３号に規定する保存樹木は、次の各号の一に該当し、かつ、生

育が健全であること。  

(１ )  １．５メートルの高さにおける幹の周囲が１．５メートル以上であるこ

と。  

(２ ) 高さが１５メートル以上であること。  

(３ ) その他市長が必要と認めるもの  

４  条例第７条第１項の所有者の同意は、保護地区等指定同意書（別記第４号様

式）によるものとする。  

（平１７規則３４・一部改正）  

（保護地区等の告示）  

第５条  条例第８条に規定する告示は、次の事項について行うものとする。  

(１ )  自然保護地区及び都市環境保全地区については、指定番号、所在地、区

分、名称及び面積  

(２ ) 保存樹木については、指定番号、所在地、樹種、幹の周囲及び高さ  

２  市長は、条例第８条に規定する告示をしたときは、自然保護地区・都市環境

保全地区台帳（別記第５号様式）及び保存樹木台帳（別記第６号様式）を作成

しなければならない。  

３  市長は、条例第８条に規定する告示をしたときは、保護地区等の所在する地

区内又は樹木に別記第７号様式により保護地区等である旨を表示した標識を設

けなければならない。  

（保護地区等の変更及び解除の申請）  



第 ５ 条 の ２  条 例第 ９条第２項に規定す る所有者の申請は、 保護地区等指定変

更・解除申請書（別記第８号様式）によるものとする。  

（平１７規則３４・追加）  

（行為の届出）  

第６条  条例第１０条第１項及び第２項の各号に規定する行為の規模は、次の各

号に定めるとおりとし、当該行為をしようとする者は、保護地区等内行為届出

書（別記第９号様式）により、市長に届け出なければならない。  

(１ ) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築（撤去を含む。以下同じ。）

で、その新築、改築又は増築に係る部分の面積が１平方メートル以上のもの  

(２ )  １．５メートルの高さにおける幹の周囲が１０センチメートル以上の樹

木の伐採を伴うもの  

(３ )  竹の群落の３分の１以上の伐採を伴うもの（その群落が滅失しない範囲

に限る。）  

(４ )  面積が１０平方メートル以上の土地の形質変更で、高さ１．５メートル

を超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴うもの  

(５ ) 面積が１０平方メートル以上の水面の埋め立てを伴うもの  

（平１７規則３４・一部改正）  

（適用除外）  

第７条  条例第１１条第１号に規定する行為は、次のとおりとする。  

(１ ) 土地の形質の変更を伴わない高さ５０センチメートル未満の土留 工事  

(２ ) 下枝取り、下草刈り  

(３ ) 野鳥、昆虫等を保護するための施設等の設置  

(４ ) 種子、果実の採取  

（居住地等の緑化）  

第８条  条例第１１条の４に規定する居住地及び地域の緑化は、現存する樹木を

保全するとともに次の基準により行うものとする。  

(１ )  住宅を新築し、増築し、又は改築する場合は、敷地内に居住者１人につ

き成木（低木を除く。）１本以上を植栽すること。  

(２ )  かき又はさくを構築する場合は、生けがきとし、やむを得ずコンクリー

ト及びブロツク等を使用する場合は、ツタ等をはわせること。  



（事業所用地の緑化）  

第９条  条例第１１条の５に規定する事業所用地の緑化で、工場（製造、加工等

の作業場を同一敷地内に有しないものを除く。以下本条において同じ。）にあ

つては次の基準により、緑地（芝を除く。以下同じ。）を確保しなければなら

ない。  

(１ )  敷地面積が１，０００平方メートル以上のものについては、敷地面積の

２０パーセント以上を緑地とし、その配置は、当該工場の周辺の土地利用状況

等を勘案し、敷地面積の１５パーセント以上の緑地を敷地の外周部に設けるこ

と。  

(２ )  敷地面積が１，０００平方メートル未満のものについては、敷 地内に可

能な限り緑地を確保すること。  

２  前項に規定する工場以外の事業所用地の緑化については、その外周部に緑地

又は花壇を配置し、可能な限り緑化すること。  

（開発行為）  

第１０条  条例第１１条の６に規定する緑化は、次に定めるところによる。  

(１ )  開発区域の面積が３，０００平方メートル以上の場合は、次表の左欄の

区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める面積の公園を開発区域内に設ける

ものとする。  

開発区域の面積（単位  平方メートル）  設けるべき公園の面積  

３，０００以上１０，０００未満  開発区域の面積の３パーセント以上  

１０，０００以上５０，０００未満  開発区域の面積の４パーセント以上  

５０，０００以上  開発区域の面積の５パーセント以上  

(２ )  開発区域の面積が３，０００平方メートル未満の場合は、開発区域内に

開発区域の面積の３パーセント以上の緑地を確保するよう努めるものとする。 

（平８規則２３・全改）  

（緑化協定）  

第１１条  条例第１１条の７第１項に規定する緑化協定の対象は、１，０００平

方メートル以上の面積を有する一団の土地を単位とする。  

２  条例第１１条の７第２項に規定する緑化協定の対象は、おおむね１，０００

平方メートル以上の敷地を有する工場とする。  



附  則  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（昭和５６年３月２６日規則第９号）  

この規則は、昭和５６年４月１日から施行する。  

附  則（昭和５７年１０月１５日規則第３６号）  

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の習志野市自然保護

及び緑化の推進に関する条例施行規則の規定は、昭和５７年４月１日から適用す

る。  

附  則（昭和５８年１月１１日規則第２号）  

この規則は、昭和５８年４月１日から施行する。  

附  則（昭和５９年６月１日規則第１９号）  

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の習志野市自然保護

及び緑化の推進に関する条例施行規則の規定は、昭和５９年５月１日から適用す

る。  

附  則（平成３年３月３０日規則第３３号）  

この規則は、平成３年４月１日から施行する。  

附  則（平成５年２月５日規則第３号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成８年７月１日規則第２３号）  

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の習志野市自然保護

及び緑化の推進に関する条例施行規則（以下「新規則」という。）第１０条の規

定は、新規則の施行日（以下「施行日」という。）以後に都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３２条の協議を完了したものについて適用し、施行日前に

協議を完了したものについては、なお従前の例による。  

附  則（平成１４年９月２７日規則第３６号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成１４年１０月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の日前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によ

り作成された用紙については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、



使用し、又は所要の修正をして使用することができる。  

附  則（平成１７年５月３０日規則第３４号）  

この規則は、平成１７年６月１日から施行する。  

附  則（令和４年３月３０日規則第２５号）  

（施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の日前に、改正前のそれぞれの規則の規定により作成された

用紙については、この規則の施行の日以後においても当分の間、使用し、又は

所要の修正をして使用することができる。  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記第１号様式（第３条第３項）  

（平３規則３３・全改、平１４規則３６・令４規則２５・一部改正）  

第２号様式（第３条の２）  

（平３規則３３・全改、平１４規則３６・令４規則２５・一 部改正）  

第３号様式（第３条の３）  

（平３規則３３・全改）  

第４号様式（第４条第４項）  

（平１７規則３４・全改）  

第５号様式（第５条第２項）  

第６号様式（第５条第２項）  

第７号様式（第５条第３項）  

（平５規則３・一部改正）  

第８号様式（第５条の２）  

（平１７規則３４・追加、令４規則２５・一部改正）  

第９号様式（第６条）  

（昭５６規則９・平１４規則３６・一部改正、平１７規則３４・旧第８号

様式繰下、令４規則２５・一部改正）  

 


